
ニュースでご存じの通り、派遣法が改正され、平成３０年９月２９日で、特定派遣が廃止となります。特定派遣の
会社様は、期限までに、改正法に基づく許可基準を満たして一般派遣への切替を済ませる必要がございます。
許可申請手続には３ヶ月～半年程かかり、万一、期限までに切替がお済みでないと、無許可で違法に派遣をした
として取締対象となり、最高で１年の懲役が課せられる可能性がございます。派遣許可申請に必要な書類の作成、
届出及び助成金申請まで、面倒な手続きは派遣特化型の専門社労士にお任せください。

＜当事務所が選ばれる３つの理由＞
①代表社労士が派遣会社が受講必須の、厚生労働省指定の派遣元責任者講習主任講師を務めています。
５年で、通算１５０回以上、延べ３０００人以上に実施し、受講者の平均９３％にご満足いただいています。
3年毎に改正される、最新の派遣法を熟知しています。派遣の専門家として、リクナビに記事も執筆しています。
②顧問先の８７％が派遣会社です。法務も実務も強い、派遣特化型社労士事務所です。
③代表社労士は元ハローワーク職員で、派遣に関する助成金にも強い社労士です。

＜お客様のお声＞
・「派遣許可申請手続きを甘く見ていました。顧問社労士にも『派遣は分からない』と言われ、
泉先生にお願いしました。もっと早く頼めばよかったです」（横浜市中区；検査業兼特定派遣業の社長様）
・「役所の人に、『申請受付まで７～８回来るのが普通です』と言われましたが、泉先生に頼んだら、
提出もお任せできて、２回目でOKでした。時間と労力が節約できて、本当に良かったです。
自分でやっていたら、今頃どうなっていたかと思うとぞっとします」（横浜市中区；IT業兼特定派遣業の社長様）

まずは無料相談から！ご都合の良い日付にて調整致します。

ふりがな 希望日時 2枚目の日程表からお選びください

会 社 名 １～３希望 ① ② ③

所 在 地 〒

TEL：（ ） － メールアドレス

ふりがな

参加者のお名前
必ずご記入ください

参加者のご役職

●今回参加ができない方でも、下記のご希望の方は、いずれかにチェックし、必要事項をご記入のうえご返信ください。

□１．無料の資料を送付してほしい。(メールPDF)
□２．１月はどうしても参加できないので、２月以降の日程を教えてほしい。
□３．FAXの送付は今後不要 ※恐れ入りますが、FAX番号を記載いただきご返信下さい。（ － － ）

代表 社会保険労務士 泉 文美（いずみ あやみ）E-mail：info@mmjinji.com

切り取らずにFAX送信するか、メールにてご返信下さい


